
 

附 則 

 この規約は、令和６年 月  日から施行する。 

 

新（改正後） 旧（改正前） 

第１条から第１９条 略 第１条から第１９条 略 

  

  阿武隈急行線沿線地域公共交通協議会規約の一部を改正する規約 

阿武隈急行線沿線地域公共交通協議会規約の一部を、次のように改正する。 
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